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亜
炭
鉱
廃
坑
の
安
全
対
策
の
推
進
を
求
め
る
意
見
書 

  

岐
阜
県
の
可
児
郡
御
嵩
町
及
び
そ
の
周
辺
地
域
は
美
濃
炭
田
と
知
ら
れ
、
太
平
洋
戦
争
前
か
ら

戦
後
復
興
期
に
か
け
て
、
国
の
石
炭
増
産
政
策
に
基
づ
き
亜
炭
の
採
掘
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。

最
盛
期
に
は
年
間
数
十
万
ト
ン
の
産
出
量
を
誇
り
、
岐
阜
や
愛
知
な
ど
の
繊
維
工
場
や
陶
磁
器
工

場
な
ど
で
重
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
た
。 

採
掘
方
式
は
「
残
柱
方
式
」
と
呼
ば
れ
、
坑
道
の
安
全
性
を
保
つ
た
め
に
亜
炭
層
の
一
部
を
残

柱
と
し
て
残
す
方
法
で
採
掘
さ
れ
て
い
た
が
、
高
度
成
長
時
代
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
主
体
が
石
油
に

移
行
す
る
と
、
亜
炭
の
採
掘
は
急
速
に
衰
退
し
、
そ
の
廃
坑
跡
は
埋
め
戻
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
今

も
地
下
に
広
が
っ
て
い
る
。 

こ
の
た
め
、
旧
亜
炭
採
掘
区
域
で
は
、
毎
年
の
よ
う
に
「
つ
ぼ
抜
け
」
と
呼
ば
れ
る
小
規
模
な

陥
没
が
発
生
し
、
令
和
五
年
度
も
御
嵩
町
内
の
四
件
を
含
む
七
件
の
被
害
が
生
じ
て
お
り
、
そ
の



都
度
「
旧
鉱
物
採
掘
区
域
復
旧
事
業
」
を
活
用
し
な
が
ら
復
旧
工
事
を
実
施
し
て
い
る
。 

現
在
、
御
嵩
町
で
は
、
こ
う
し
た
復
旧
工
事
に
加
え
て
、
事
前
の
予
防
的
措
置
と
し
て
、
国
の

「
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
に
備
え
た
亜
炭
鉱
跡
対
策
事
業
」
を
活
用
し
、
地
盤
の
ぜ
い
弱
性
に
関

す
る
調
査
及
び
空
洞
を
充
塡
す
る
予
防
工
事
を
、
令
和
六
年
度
ま
で
の
事
業
期
間
で
実
施
し
て
い

る
。 し

か
し
な
が
ら
、
当
該
地
域
に
は
、
い
ま
だ
広
範
囲
に
亜
炭
鉱
廃
坑
が
残
さ
れ
て
お
り
、
今
後
、

残
柱
の
劣
化
や
南
海
ト
ラ
フ
地
震
な
ど
巨
大
地
震
に
よ
り
、
大
規
模
な
陥
没
が
発
生
す
る
こ
と
が

危
惧
さ
れ
る
。 

亜
炭
採
掘
は
国
策
と
し
て
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
地
域
住
民
の
生
命
・
財
産
を
守
る
た
め

に
は
、
国
に
よ
る
支
援
の
下
、
長
期
安
定
的
に
安
全
対
策
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
令
和
七
年
度
以
降
も
、「
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
に
備
え
た
亜
炭
鉱

跡
対
策
事
業
」
を
継
続
さ
れ
る
よ
う
強
く
求
め
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見

書
を
提
出
す
る
。 

  

令
和
六
年
七
月
四
日 

 
岐 
阜 

県 

議 

会 

議 

長 

    

衆

議

院

議

長 

 

参

議

院

議

長 

 

内

閣

総

理

大

臣 

 

財

務

大

臣 

 
 

経

済

産

業

大

臣 

 

内

閣

官

房

長

官 

 

様 


